
   

 
 

□消防団とは 
消防団は市町村の非常勤の消防機関であり、その構成員である消防団員は本業を持ちながら、権限と責任を 
有する非常勤特別職の地方公務員として、「自らの地域は自らで守る」という精神に基づき活動しています。 

 
□団員の処遇 
・年額報酬（階級に応じ 56,000円から）と出動報酬（出動 1回あたり災害は 4,000円、訓練等は 3,000円、 

     4時間以上の活動で災害は 8,000円、訓練等は 6,000円）が支給されます。 
・活動に必要な被服等は一式貸与されます。 
・公務上の災害を受けた場合、その損害の補償が受けられます。 
・その他、退職報償金や福祉・火災共済等の制度も充実しています。 

 
□入団資格 
本市に居住し、勤務し、又は通学する 18歳以上の健康な方              

                                                         名取市消防団 
□問合せ先                                              
名取市消防本部 総務課総務係 電話 022-382-3019  詳しい情報は、名取市消防本部ホームページ、 
若しくは次の URLからご覧ください。 https://www.city.natori.miyagi.jp/site/fdn119/5320.html 

 

 

 

私たちも名取市消防団を応援しています 
＜名取市消防団協力事業所 18事業所＞ 

・名取岩沼農業協同組合         ・㈱相澤設備            ・サッポロビール㈱仙台工場 
・㈱若生技建                 ・㈱仙台ニコン            ・白ゆり商事㈱ 
・今慶興産㈱                 ・イオンモール名取         ・大和電気㈱ 
・㈱ワタケン                  ・㈲小林技研             ・東北太平洋生コン㈱ 
・㈱タイハク                  ・㈲佐幸住建            ・㈱Ｆｒｅｅ   
・グリーン企画建設㈱            ・㈱ｲｰｽﾄｺｱ名取営業所      ・㈱アスホ東北支店 


